
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜 

毎朝一問 《権利関係》 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

虚偽表示 H05-03-3 ≪#295≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａが、その所有地について、債権者Ｂの差押えを免れるため、Ｃと通謀して、登記名義をＣに

移転したところ、Ｃは、その土地をＤに譲渡した。Ｄが善意であっても、Ｄが所有権移転の登記を

していないときは、Ａは、Ｄに対し所有権を主張することができる。 

 

 

 

 

 

≪ポイント≫ 虚偽表示 

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 

上記による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。（民法 94 条） 

 

 

 

 

【答え】 誤り 


